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4.2 洪水調節の観点からの検討 

4.2.1 設楽ダム検証における目標流量について 

検証要領細目において、複数の治水対策案は、河川整備計画において想定している目標と

同程度の目標を達成することを基本とすることが規定※１されている。 

豊川水系は、平成 13 年 11 月に河川整備計画が策定されているため、設楽ダムの検証にあ

たっては、検証要領細目に基づいて、河川整備計画を基本として検討を進めることとした。 

河川整備計画では、豊川水系における国管理区間の河川整備は、戦後 大の洪水流量を記

録した昭和 44 年 8 月洪水の治水安全度をほぼ全川で確保することとし、豊川においては河

道の整備により石田地点で 4,100m3/s に対応することとして目標流量を設定している。 

また、愛知県管理区間の圏域整備計画については未策定であるが、国の定めた河川整備計

画と整合するよう愛知県により検討が進められている。 

 

※１ 「検討要領細目」（抜粋） 
 個別ダムの検証においては、まず複数の治水対策案を立案する。複数の治水対策案の一つ

は、検証対象ダムを含む案とし、その他に、検証対象ダムを含まない方法による治水対策案

を必ず作成する。検証対象ダムを含む案は、河川整備計画が策定されている水系においては、

河川整備計画を基本とし、河川整備計画が策定されていない水系においては、河川整備計画

に相当する整備内容の案を設定する。複数の治水対策案は、河川整備計画において想定して

いる目標と同程度の目標を達成することを基本として立案する。 

 

表 4.2.1 河川整備計画において目標とする流量と河道整備流量 

河川名 地点名 目標流量 

洪水調節 

施設による 

洪水調節量 

河道整備流量 

河道の整備で 

対応する流量 

備考 

豊川 石田 4,650m3/s 550m3/s 4,100m3/s 
昭和 44 年 8 月 

洪水対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2.1 河川整備計画流量配分図（単位：m3/sec） 
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4.2.2 複数の治水対策案（設楽ダムを含む案） 

複数の治水対策案（設楽ダムを含む案）は、河川整備計画の内容とし、豊橋平野の成り立

ちや江戸時代に吉田の城下町等を洪水から守るために設置された霞堤等の過去からの改修の

経緯を踏まえ、下流低平地部に市街地が発達していることや河畔林の伐採等による河川環境

に与える影響をできる限り少なくする等、良好な河川環境を保全するよう配慮することとし

ている。（図 4.2.3、図 4.2.4 参照） 

また、戦後 大洪水流量を記録した昭和 44 年 8 月の台風７号による洪水では、江島地区（旧

一宮町（現豊川市））で堤防が決壊するなど、全壊流失 7 棟、半壊・床上浸水 919 棟、床下

浸水 838 棟が発生する等甚大な被害が発生した。 

河川整備計画では、河川整備の目標とする戦後 大の洪水（石田地点の流量 4,650m3/s）

に対して、豊川における河川改修により 4,100m3/s の流下能力を確保するとともに洪水調節

施設（設楽ダム）により 550m3/s の流量低減を行い所要の効果発現を図ることとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「第 12 回豊川の明日を考える流域委員会資料」より抜粋（一部修正） 

図 4.2.2 流下能力図 

本図は現況（平成 13 年時点）における河道の整備状況の概要を把握するための資料であり、下記の条件の

下に算定したものである。 

現況河道において計画高水位以下の河積で流し得る最大の流量を、堤防の強度等の条件を考慮せず単純に水

理学的に求めたものである。 

また、霞堤開口部の無堤区間など、現在計画高水位まで堤防が無い区間についても、堤防が有るものと仮定

して計算している。 
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図 4.2.3 河道内樹林の分布図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2.4 昭和 44 年 8 月洪水の被害状況 

 

江島橋下流、東名高速道路付近、三上橋付近などの

水辺にはツルヨシ、ヤナギ等の群落が、また、高水

敷にはエノキ、ムクノキ、マダケ等の高木を中心と

した樹林が点在して、豊川の清浄な水面と調和し

て、豊川の「豊川らしさ」を形成している。その下

流も吉田大橋付近までは広い高水敷が広がり、水辺

にはヨシ、ヤナギ等の植生が繁茂し豊かな自然環境

が残されている。 

昭和44年8月洪水（豊川市江島町）

吉田大橋 

江島橋 

東名高速道路 

三上橋 
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河川整備計画における主な整備内容は、設楽ダム※１、河道改修※２、霞堤対策※３、耐震対

策※４など図 4.2.5 に示すとおりである。 

※1 設楽ダムの流量低減効果は石田地点において 550m3/s を見込んでいる。 

※2【河道改修】 

 ・水位低下対策 

  戦後最大流量となった昭和 44 年 8 月洪水の水位をほぼ全川で計画高水位以下に低下させるため、 

低水路拡幅（河道掘削）、樹木伐採、旧堤撤去等を行う。 

 ・弱小堤対策（堤防整備） 

  堤防断面が著しく不足する区間について、漏水による破堤等の被害から守るため堤防補強対策を行う。 

 ・背水対策 

  支川神田川及び朝倉川において、本川水位の上昇に伴う氾濫を防ぐため築堤等を行う。 

     ※背水対策：支川において本川水位の上昇にともない発生する氾濫を防ぐための対策 

※3【霞堤対策】        

  牛川霞：無堤部を解消するため、築堤を行う。 

  下条霞、賀茂霞、金沢霞：浸水する頻度を軽減させるため、小堤の設置を行う。 

※4【耐震対策】 

  耐震に対する安全度が低い堤防等について対策を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2.5 河川整備計画（平成 13 年 11 月策定時点）の主な整備メニュー 
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設楽ダムについて、基本計画の諸元を下記に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ダム高
約129m

ダム天端EL.448.0m
サーチャージ水位EL.444.0m

常時満水位

EL.437.0m

洪水調節容量
1,900万m3

流水の正常な機能の維
持の容量 6,000万m

3

堆砂容量600万m3

有効貯水容量
9,200万m3

最低水位

EL.377.0m

基礎地盤高

EL.319.0m

新規利水容量
1,300万m

3

（かんがい700万m
3
、

水道600万m
3
）

 

 

図 4.2.6 設楽ダムの諸元 

■設楽ダム諸元 

 

ダム形式      重力式コンクリートダム 

堤高         約129.0ｍ 

堤頂長        約380.0ｍ 

ダム天端標高   ＥＬ．448.0ｍ 
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静岡県

設楽ダム

豊
川

豊
川
放
水
路

宇
連
川

寒
狭
川

基準地点 石田

長野県岐阜県

三重県

名古屋
○

静岡県
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設楽ダム
●

遠 州 灘

三 河 湾
浜名湖

設楽ダム位置図 

設楽ダム容量配分図 
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4.2.3 複数の治水対策案の立案（設楽ダムを含まない案） 

4.2.3.1 治水対策案立案の基本的な考え方 

検証要領細目に示されている方策を参考にして、できる限り幅広い治水対策案を立案する

こととした。 

(1) 治水対策案検討の基本的な考え方 

・ 治水対策案は、「河川整備計画」において想定している目標と同程度の目標を達成すること

を基本として立案する。 

ただし、豊川の治水対策において歴史的に特徴のある霞堤は、河川整備計画において締め

切る予定である「牛川霞堤」についても積極的に活用する案についても検討する。 

・ 河川整備計画の目標流量 4,650m3/s に対して、下記１）、２）になるように、治水対策案ご

とに河道断面や洪水調節施設の規模等を設定することとする。 

   １）国管理区間については、計画高水位以下で流下させることを基本し、霞堤の安全度

及び洪水時浸水高を河川整備計画と同等とする。 

   ２）愛知県管理区間については、背後地の状況等を勘案し、次のとおりになるようにす

る。 

    ア）家屋浸水が発生しない。 

    イ）道路冠水によって集落が孤立しない。 

・  治水対策案の立案にあたっては、「検証要領細目」に示されている各方策の適用性を踏ま

えて組み合わせを検討する。 

・  検討主体が提案した対策案を提示しパブリックコメントにより広く御意見を伺い、新たな

対策案についても提案を求める。 

 

  ※河川整備計画における主な整備内容のうち、霞堤対策、耐震対策は全ての対策案において実施するものとする。 

 

豊川における各方策の検討の考え方について P.4-13～P.4-35 示す。 
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1) ダムの有効活用 

既設ダムのかさ上げ、ダム間での容量の振替、操作ルールの見直し等により洪水調節能

力を増強・効率化させ、下流河川の流量を低減させる。 

（検討の考え方） 

豊川流域での既設ダムの実態、利水の状況及び先例等を踏まえて、利水事業者等の理

解と協力の可能性を勘案しつつ、既設２ダム（利水専用ダム）について、治水対策案へ

の適用の可能性について検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2.7 ダムの有効活用のイメージ 
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 大島ダム  宇連ダム 
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2) 遊水地（調節池）等 

河川に沿った地域で、洪水流量の一部を貯留し、下流のピーク流量を低減させ、洪水調

節を行う。 

（検討の考え方） 

効果の発現場所、用地確保の見通し等を踏まえて、河川沿いの土地利用状況等を勘案

し、治水対策案への適用の可能性について検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2.8 遊水地（調節池）のイメージ

（賀茂霞）

①下条霞、賀茂霞

（賀茂霞）

①下条霞、賀茂霞

②金沢霞、旧東上霞

（旧東上霞）

②金沢霞、旧東上霞

（旧東上霞）

    住宅等がほとんどない地域 
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3) 放水路（捷水路） 

河川の途中から分岐する新川を開削し、直接海、他の河川又は当該河川の下流に流す水

路である。 

河道のピーク流量を低減させる効果があり、効果が発現する場所は分流地点の下流であ

る。 

（検討の考え方） 

効果の発現場所、用地確保の見通しを踏まえて、水理条件、地形条件、土地利用状況 

等を勘案し、治水対策案への適用の可能性について検討する。 

設楽ダムに代わる治水対策として、治水効果の効率的な発現の観点から流下能力が不 

足する区間において、地形を考慮した開水路形式の放水路（捷水路）案を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2.9 放水路（捷水路）のイメージ

豊川放水路
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■横断イメージ 



 

 4-16

 

4) 河道の掘削 

河川の流下断面積を拡大して、河道の流下能力を向上させる。 

（検討の考え方） 

豊川流域での河道掘削の実績、利水への影響、河道の状況等を踏まえて、治水対策案

への適用の可能性について検討する。 

河道の掘削は、現況の流下断面、縦断方向の河床高の状況を踏まえ流下能力が不足す

る区間において、河川環境に配慮した河道掘削（高水敷掘削）が考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2.10 河道掘削（高水敷掘削）のイメージ 
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■横断イメージ

計画高水位

河畔林

平水位

河道掘削（高水敷掘削）

■横断イメージ

計画高水位

河畔林

平水位

■横断イメージ

計画高水位

河畔林

平水位

河道掘削（高水敷掘削）
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5) 引堤 

堤防間の流下断面積を増大させるため、堤内地側に堤防を新築し、旧堤防を撤去する。 

河道の流下能力を向上させる効果がある。 

（検討の考え方） 

豊川流域での引堤の実績、用地確保の見通し、横断工作物の状況等を踏まえて、沿川

の土地利用状況への影響等を勘案し、治水対策案への適用の可能性について検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2.11 引堤のイメージ

■豊川引堤事例 

施行後施行前
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吉田大橋
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平水位

引堤

計画高水位

河畔林

平水位

計画高水位

河畔林

平水位

引堤■横断イメージ

計画高水位

河畔林

平水位

引堤

計画高水位

河畔林

平水位

計画高水位

河畔林

平水位

引堤■横断イメージ
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6) 堤防かさ上げ（モバイルレビーを含む） 

堤防の高さを上げることによって、河道の流下能力を向上させる。ただし、堤防をかさ

上げする区間は、現在の計画高水位より高い水位で洪水を流すため仮に堤防が決壊した場

合には被害が大きくなるおそれがある。 

（検討の考え方） 

用地確保の見通し、横断工作物、既設の堤防高の状況を踏まえて、沿川の土地利用状

況への影響等を勘案し、治水対策案への適用の可能性について検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2.12 堤防のかさ上げのイメージ 

堤防かさ上げ

堤防かさ上げ

堤防かさ上げ

堤防かさ上げ

■横断イメージ

計画高水位
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■横断イメージ

計画高水位

河畔林

平水位

計画高水位
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7) 河道内の樹木の伐採 

河道内の樹木群が繁茂している場合に、それらを伐採することにより、河道の流下能力

を向上させる。 

（検討の考え方） 

豊川流域における河道内樹木の伐採のこれまでの実績を踏まえて、治水対策案への適

用の可能性について検討する。 

なお、河川整備計画においては、豊川らしさの象徴である河畔林を保全する計画であ

り、これを踏まえた検討とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2.13 河道内の樹木の伐採のイメージ 

■横断イメージ

HWL

河畔林

樹木伐採

■横断イメージ

HWL

河畔林

樹木伐採
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8) 決壊しない堤防 

計画高水位以上の水位（堤防高より高い場合を含む）の流水に対して決壊しない堤防で

ある。技術的に可能となるなら、洪水発生時の危機管理の面から水位が堤防高を超えるま

での間は、避難することが可能となる。 

（検討の考え方） 

豊川流域の堤防の状況等を勘案し、治水対策案への適用の可能性について検討する。 

豊川の長大な堤防については、経済的、社会的な課題を解決しなければならない。 

しかし、仮に現行の計画高水位以上でも決壊しない技術が確立されれば、河道の流下

能力を向上させることができる。 

 

9) 決壊しづらい堤防 

計画高水位以上の水位（堤防高より高い場合を含む）の流水に対しても急激に決壊しな

いような粘り強い構造の堤防である。技術的に可能となるなら、洪水発生時の危機管理の

面から、避難するための時間を増加させる効果がある。 

（検討の考え方） 

豊川流域の堤防の状況等を勘案し、治水対策案への適用の可能性について検討する。 

豊川の長大な堤防については、経済的、社会的な課題を解決しなければならない。 

なお、堤防が決壊する可能性があり、流下能力の確実な向上を見込むことは困難で、

今後調査研究が必要である。 

 

10) 高規格堤防 

通常の堤防より堤内地側の堤防幅が非常に広い堤防である。 

なお、全区間の整備が完了すると、結果的に計画高水流量以上の流量が流下する。 

（検討の考え方） 

 現状の豊川流域での河道整備、沿川の状況等を踏まえて、土地所有者の理解と協力の

可能性を勘案し、治水対策案への可能性について検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2.14 高規格堤防のイメージ

国土交通省ＨＰ 
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11) 排水機場 

自然流下排水の困難な地盤の低い地域で、堤防を越えて強制的に内水を排水するための

ポンプを有する施設である。 

（検討の考え方） 

豊川流域の地形や土地利用の状況等を勘案し、治水対策案への適用の可能性について

検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2.15 排水機場のイメージ 

排水機場の事例（小坂井排水機場）

豊
川
放
水
路

排水機場の事例（小坂井排水機場）

豊
川
放
水
路

排水機場の事例（小坂井排水機場）

豊
川
放
水
路

下条霞

金沢霞

賀茂霞

排水機場

■豊川排水機場位置図（現況）

下条霞

金沢霞

賀茂霞

下条霞

金沢霞

賀茂霞

排水機場

■豊川排水機場位置図（現況）
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12) 雨水貯留施設 

都市部における保水機能の維持のために、雨水を貯留させるために設けられる施設であ

る。 

（検討の考え方） 

現状の豊川流域での土地利用状況等を踏まえて、整備することにより雨水貯留が見込

める可能性がある学校や公園等の設置状況、施設管理者等の理解と協力の可能性、適切

な維持管理の持続性を勘案し、治水対策案への適用の可能性について検討する。 

豊川流域には、整備することにより雨水貯留が見込める可能性がある学校や公園が約

９０箇所（合計約１km2）存在している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2.16 雨水貯留施設のイメージ 

出典：国土交通省ＨＰより 

流域 学校 公園

設楽ダム流域 3

野々瀬川
呼間川等

4

当貝津川 -
巴川 -

島田川 2
巴川残等 1 2
海老川等 4
宇連ダム

流域
1

大島川等 3

大島ダム 1

大島川残 2
黄柳川等 4
大入川等 9
野田川等 2 2
宇利川等 2

境川等 1 1

間川等 2 6
神田川等 3 3
朝倉川等 18 8

学校・公園の分布 
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13) 雨水浸透施設 

都市部における保水機能の維持のために、雨水を浸透させるために設けられる施設であ

る。 

（検討の考え方） 

現状の豊川流域での土地利用状況等を踏まえて、雨水浸透ますの設置の可能性、適切

な維持管理の持続性を勘案し、治水対策案への適用の可能性について検討する。 

豊川流域には市街地面積約１６km2（約１２万世帯）が存在している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2.17 雨水浸透施設のイメージ

出典：国土交通省ＨＰより

雨水貯留浸透技術協会ＨＰより引用 

■豊川流域の市街地の分布図

市街地 

森林 
水田 
農地 
河川・湖沼

その他 

河川現況調査（平成12年基準）：平成20年3月
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14) 遊水機能を有する土地の保全 

河道に隣接し、洪水時に河川水があふれるか又は逆流して洪水の一部を貯留し、自然に

洪水を調節する作用を有する池、沼沢、低湿地等である。現況を保全することによって、

機能を保持することが可能となる。 

（検討の考え方） 

現状の豊川流域での遊水機能を有する土地の存在状況、土地利用状況等を踏まえて、

治水対策案への適用の可能性について検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2.18 遊水機能を有する土地の保全イメージ 

出典：河川用語集（国土技術政策総合研究所） 
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15) 部分的に低い堤防の存置 

下流の氾濫防止等のため、通常の堤防よりも部分的に高さを低くしておく堤防であり、

「洗堰」、「野越し」と呼ばれる場合がある。現況を保全することによって、機能を保持す

ることが可能となる。 

（検討の考え方） 

現状の豊川で部分的に高さを低くしてある堤防の存在状況、土地利用状況等を踏まえ

て、治水対策案への適用の可能性について検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2.19 部分的に低い堤防の存置のイメージ
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16) 霞堤の存置 

急流河川において比較的多い不連続堤である。上流部の堤防の決壊等による氾濫流を河

川に戻す、洪水の一部を一時的に貯留するなどといった機能がある。現況を保全すること

によって、遊水機能を保持することが可能となる。 

（検討の考え方） 

現状の豊川流域での霞堤の存在状況、土地利用状況等を踏まえて、治水対策案への適

用の可能性について検討する。 

豊川において遊水機能を有する４つの霞堤（牛川霞、下条霞、賀茂霞、金沢霞）につ

いて検討する。（河川整備計画では、牛川霞を締め切る計画とされているが検討を行う） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2.20 霞堤の存置のイメージ 

 

○霞堤位置図 

豊橋市 下条地区

下条霞の浸水状況（平成15年8月9日台風10号）

豊橋市 下条地区

下条霞の浸水状況（平成15年8月9日台風10号）
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17) 輪中堤 

ある特定の区域を洪水の氾濫から防御するため、その周囲を囲んで設けられた堤防であ

る。なお、他の方策（遊水機能を有する土地の保全等）と併せて対策が行われれば、下流

の河道流量が低減する場合がある。 

（検討の考え方） 

豊川流域での土地利用状況、現状の整備状況等を踏まえて、輪中堤の整備による効果

等を勘案し、治水対策案への適用の可能性について検討する。 

遊水機能を有する霞堤（下条霞、賀茂霞、金沢霞）や豊川沿川（旧霞地区）について

災害時の被害軽減等の観点から検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2.21 輪中堤のイメージ 

雄物川

輪中堤（二線堤部）

輪中堤（兼用道路部）

輪中堤（本川堤部）
雄物川

輪中堤（二線堤部）

輪中堤（兼用道路部）

輪中堤（本川堤部）

強首輪中堤の事例 
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18) 二線堤 

本堤背後の堤内地に築造される堤防であり、控え堤、二番堤ともいう。なお、他の方策

（遊水機能を有する土地の保全等）と併せて対策が行われれば、下流の河道流量が低減す

る場合がある。 

（検討の考え方） 

現状の河川周辺での二線堤として整備可能な土地利用状況等を勘案し、治水対策案へ

の適用の可能性について検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2.22 二線堤のイメージ 

木曽川の例 



 

 4-29

 

19) 樹林帯等 

堤防の治水上の機能を維持増進し、又は洪水流を緩和するよう、堤内の土地に堤防に沿

って設置された帯状の樹林帯等である。 

（検討の考え方） 

現状の河川周辺での樹林帯として保全・整備可能な土地利用状況等を勘案し、治水対

策案への適用の可能性について検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2.23 樹林帯のイメージ 

豊川の樹木の状況 

出典：国土交通省ＨＰより 
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20) 宅地のかさ上げ、ピロティ建築等 

盛土して宅地の地盤高を高くしたり、建築構造を工夫したりすることによって、浸水被

害の抑制等を図る。なお、他の方策（遊水機能を有する土地の保全等）と併せて対策が行

われれば、下流の河道流量が低減する場合がある。 

（検討の考え方） 

現状の豊川流域での土地利用状況を踏まえ、建築基準法による災害危険区域の設定等

の可能性も勘案し、治水対策案への適用の可能性について検討する。 

遊水機能を有する霞堤（下条霞、賀茂霞、金沢霞）や豊川沿川（旧霞地区）について

個人や個別の土地等の被害軽減を図る対策として検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2.24 宅地のかさ上げ、ピロティ建築等のイメージ 

宅地嵩上げイメージ宅地嵩上げイメージ

出典：国土交通省ＨＰより 

高床形式（ピロティ）家屋 

宅地かさ上げ 
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21) 土地利用規制 

浸水頻度や浸水のおそれが高い地域において、土地利用の規制・誘導によって被害を抑

制する。土地利用規制により現況を維持することで、浸水頻度や浸水のおそれが高い地域

への現状以上の資産の集中を抑制することが可能となる。なお、他の方策（遊水機能を有

する土地の保全等）と併せて対策が行われれば、下流の河道流量が低減する場合がある。 

（検討の考え方） 

現状の豊川流域での土地利用状況を踏まえ、建築基準法による災害危険区域の設定や

条例等による土地利用の規制・誘導の可能性を勘案し、治水対策案への適用の可能性に

ついて検討する。 

遊水機能を有する霞堤（下条霞、賀茂霞、金沢霞）や豊川沿川（旧霞地区）について

流域管理や災害時の被害軽減の観点から検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2.25 土地利用規制のイメージ

人家人家

今後の治水対策のあり方に関する有識者会議 資料

土地利用規制 

土地利用規制 
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22) 水田等の保全 

雨水を一時貯留したり、地下に浸透させたりするという水田の機能を保全することであ

る。なお、治水上の機能を向上するためには、落水口の改築工事や治水機能を継続的に維

持し、降雨時に機能させていくための措置が必要となる。 

（検討の考え方） 

今後の豊川流域の土地利用における水田保全の方向性を踏まえつつ、畦畔のかさ上げ、

落水口の改造（堰板の交換）等を前提とした水田による保水機能向上の治水対策への適

用の可能性について検討する。豊川流域には、約２５km2の水田が存在する。そのうち、

本川の流量低減に資すると考えられる支川には、約８km2の水田が存在している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2.26 水田等の保全のイメージ 

畦畔

畦畔の嵩上げ

排水路

既設の堰板

水田貯留するために新たに設置しなおす堰板

営農期の湛水深

雨水貯留深

■機能向上の例（畦畔をかさ上げしたイメージ）

道路 畦畔保護（余裕高）

畦畔

畦畔の嵩上げ

排水路

既設の堰板

水田貯留するために新たに設置しなおす堰板

営農期の湛水深

雨水貯留深

■機能向上の例（畦畔をかさ上げしたイメージ）

道路 畦畔保護（余裕高）

■豊川流域の水田の分布図

市街地 

森林 
水田 
農地 
河川・湖沼

その他 

河川現況調査（平成12年基準）：平成20年3月

畦畔のかさ上げ 
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23) 森林の保全 

主に森林土壌の働きにより、雨水を地中に浸透させ、ゆっくり流出させるという森林の

機能を保全することである。 

（検討の考え方） 

森林保全による治水効果の定量化の現状や豊川流域における森林の現状を踏まえて、

森林の保全による治水対策案への適用の可能性について検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2.27 森林の保全のイメージ 

 

今後の治水対策のあり方に関する有識者会議 資料

■豊川流域の森林の分布図

市街地 

森林 
水田 
農地 
河川・湖沼

その他 

河川現況調査（平成12年基準）：平成20年3月
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24) 洪水の予測、情報の提供等 

洪水時に住民が的確でかつ安全に避難できるように、洪水の予測や情報の提供等を行い、

被害の軽減を図る。 

（検討の考え方） 

現状の豊川流域での洪水予測、情報提供等の状況、洪水時の警戒避難、被害軽減対策

の状況を踏まえて、治水対策案への適用の可能性について検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2.28 洪水の予測、情報の提供等のイメージ

■ハザードマップ事例

■洪水予報の基準となる水位
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25) 水害保険等 

家屋、家財の資産について、水害に備えるための損害保険である。氾濫した区域におい

て、個人や個別の土地等の被害軽減を図る対策として、水害の被害額の補填が可能となる。 

（検討の考え方） 

国内外での水害保険の現状、我が国での民間会社が運営・販売する火災保険による風

水害被害の補填制度の状況を踏まえて、水害保険制度適用の可能性について検討する。 

 

一般的に、日本では、民間の総合型の火災保険（住宅総合保険）の中で、水害による損

害を補償している。 

 

◇豊橋市役所 ヒアリング 

 ・補償等の実績はなし。 

◇豊川市役所 ヒアリング 

 ・補償等の実績はなし。 

◇民間事業の事例（ JA 豊橋 ヒアリング）  

 ・共済事業 建物更正共済 

 ・霞地区においても、支払い実績はあり。 

 

 

 

 

             図 4.2.29 水害保険等 

◇災害履歴 

・S34.9：豊橋市大村の浸水被害 

・S43.8：新城市豊島の床上まで浸水する家屋 

・S44.8：一宮町江島の堤防決壊 

・S54.10：豊橋市石巻小野田町の床上まで浸水する家屋

・H15.8：豊川市三上町で県道を洗い洪水が堤内地へ浸水

・H16.6：豊川市金沢地区の浸水被害 

・H23.9：豊橋市下条地区の浸水被害 
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4.2.3.2 治水対策案の豊川流域への適用性 

表 4.2.2、表 4.2.3 に検証要領細目に示された方策の豊川流域への適用性について検討した結

果を示す。 

「8)決壊しない堤防」「9)決壊しづらい堤防」「10)高規格堤防」「15)部分的に低い堤防の存置」

を除く 21 方策において検討を行うこととした。 
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表 4.2.2 豊川流域への適用性（河川を中心とした対策） 

方策 方策の概要 豊川流域への適用性 

河

川

を

中

心

と

し

た

対

策 

0)ダム 河川を横過して流水を貯留する

ことを目的とした構造物。ピー

ク流量を低減 

設楽ダムについて、事業の進捗状況を踏まえ

て検討。 

1)ダムの有効

活用 
既設ダムをかさ上げ等により有

効活用。ピーク流量を低減。 
既設ダムのかさ上げについて検討。 

2)遊水地等 洪水の一部を貯留する施設。ピ

ーク流量を低減。 
豊川沿川で貯留効果が期待できる候補地を

選定し検討。 
3)放水路 放水路により洪水の一部を分流

する。ピーク流量を低減 
効率的に治水効果を発現できるルートで検

討。 
4)河道の掘削 河道の掘削により河川の断面積

を拡大する。流下能力を向上 
利水への影響、流下断面、縦断方向の河床高

の状況を踏まえ検討。 
5)引堤 堤防を居住地側に移設し河川の

断面積を拡大する。流下能力を

向上。 

用地補償や横断工作物、既設の堤防高の状況

を踏まえ検討。 

6)堤防のかさ

上げ 
堤防の高さを上げて河川の断面

積を拡大する。流下能力を向上。

用地補償、横断工作物、既設の堤防高の状況

を踏まえ検討。 
7)河道内の樹

木の伐採 
河道内に繁茂した樹木を伐採。 
流下能力を向上。 

河道内樹木の伐採実績を踏まえて、河道管理

の観点から樹木群の拡大防止を図る。 
8)決壊しない

堤防 
決壊しない堤防の整備により避

難時間を増加させる。 
長大な堤防については、経済的、社会的な課

題を解決しなければならない。仮に現行の計

画高水位以上でも決壊しない技術が確立さ

れれば、河道の流下能力を向上させることが

できる。 
9)決壊しづら

い堤防 
決壊しづらい堤防の整備により

避難時間を増加させる。 
長大な堤防については、経済的、社会的な課

題を解決しなければならない。また、堤防が

決壊する可能性があり、流下能力の確実な向

上を見込むことは困難で、今後調査研究が必

要である。 
10)高規格堤防 通常の堤防より居住地側の堤防

幅を広くし、洪水時の避難地と

しても活用。 

河道の流下能力向上を計画上見込んでいな

い。なお、全区間の整備が完了すると、結果

的に計画高水流量以上の流量が流下する。豊

川沿川には、現時点で背後地の開発等と同時

に効率的に整備ができる都市の開発計画等

がなく、沿川に適地がない。 
11)排水機場 排水機場により内水対策を行う

もの。 
内水被害軽減の観点から推進を図る努力を

継続。 

 

       組み合わせの対象としている対策 

       河道・流域管理、災害時の被害軽減の観点から推進を図る方策 

       今回の検討において組み合わせの対象としなかった方策 
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表 4.2.3 豊川流域への適用性（流域を中心とした対策） 

方策 方策の概要 豊川流域への適用性 

流
域
を
中
心
と
し
た
対
策 

12)雨水貯留施
設 

雨水貯留施設を設置する。ピーク
流量を低減される場合がある。 

流域内の校庭、公園及び農業用ため池を対
象として検討。 

13)雨水浸透施
設 

雨水浸透施設を設置する。ピーク
流量を低減される場合がある。 

流域内の建物用地を対象として検討。 

14)遊水機能を
有する土地の
保全 

遊水機能を有する土地を保全す
る。ピーク流量を低減する場合が
ある。 

河道に隣接し、遊水機能を有する池、湖沼、
低湿地等は存在しないが、豊川流域の霞堤
を存置すれば、当該地域の遊水機能は保全
される。災害時の被害軽減等の観点から保
全を図る努力を継続。 

15)部分的に低
い堤防の存置 

通常の堤防よりも部分的に高さ
の低い堤防を存置する。ピーク流
量が低減される場合がある。 

洗堰、野越しと呼ばれるような部分的に高
さを低くしてある堤防は存在しない。 

16)霞堤の存置 霞堤を存置し洪水の一部を貯留
する。ピーク流量が低減される場
合がある。 

豊川には、遊水機能を有する霞堤が４箇所
存在することから存置について検討。 

17)輪中堤 輪中堤により特定の区域を洪水
氾濫から防御する。 

下流の河道のピーク流量を低減させたり流
下能力を向上させたりする機能はないが、
小集落を防御するためには効率的な場合が
あるため検討。 

18)二線堤 堤防の居住地側に堤防を設置す
る。洪水氾濫の拡大を防止。 

旧霞堤地区に旧堤防が存在するため、災害
時の被害軽減等の観点から保全を図る努力
を継続。 

19)樹林帯等 堤防の居住地側に帯状の樹林を
設置する。堤防決壊維持の拡大抑
制 

霞堤開口部において、洪水流の減勢のため
の樹林帯が存在するため、災害時の被害軽
減等の観点から保全を図る努力を継続。 

20)宅地の嵩上
げ・ピロティ建
築等 

宅地の地盤高を高くしたり、ピロ
ティ建築にする。浸水被害を軽
減。 

下流の河道のピーク流量を低減させたり流
下能力を向上させたりする機能はないが、
個別の土地等の被害軽減を図る対策を図る
対策として検討。 

21)土地利用規
制 

災害危険区域を設定し土地利用
を規制する。資産集中等を抑制し
被害を軽減。 

流域管理や災害時の被害軽減の観点から推
進を図る努力を継続。 

22)水田等の保
全 

水田等の保全により雨水貯留・浸
透の機能を保全する。落水口の改
造工事等により水田の治水機能
を向上させる。     

保全については、流域管理の観点から推進
を図る努力を継続。流域内の水田を対象に
機能の向上を検討。 

23)森林の保全 森林保全により雨水浸透の機能
を保全する。 

流域管理の観点から推進を図る努力を継
続。 

24)洪水の予測、
情報の提供等 

洪水の予測・情報提供により被害
の軽減を図る。 

災害時の被害軽減等の観点から推進を図る
努力を継続。 

25)水害保険等 水害保険により被害額の補填が
可能。 

河川整備水準を反映して保険料率に差が設
けることが出来れば、土地利用誘導・建築
方式対応等の手法として検討することがで
きる。 

       組み合わせの対象としている対策 

       河道・流域管理、災害時の被害軽減の観点から保全、推進を図る方策 

       今回の検討において組み合わせの対象としなかった方策 
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4.2.3.3 複数の治水対策案の立案 
(1) 治水対策案の組み合わせの考え方 
・治水対策案の検討において検証要領細目で示された方策のうち、豊川水系に適用可能な方

策を組み合わせて出来る限り幅広い治水対策案を立案した。 

・治水対策案の立案にあたっては、豊川流域の地形、地域条件、既存施設, 土地利用状況、

豊川流域に存在する４つの霞堤（牛川霞、下条霞、賀茂霞、金沢霞）を踏まえ検討を行っ

た。 
なお、「水田等の保全（機能向上を除く）」、「森林の保全」、「洪水の予測、情報の提

供等」については、流出抑制や災害時の被害軽減等に資するものとして、河道・流域管理

等の観点からその推進を図る努力を継続することとする。 
 

・複数の治水対策案の立案は、次に示す４分類毎に検討することとした。 
 【Ⅰ．基本方策（豊川水系河川整備計画において実施する予定の河川を中心とした対策）】 
【Ⅱ．基本方策と河川を中心とした方策１案との組み合わせ】 
【Ⅲ．基本方策と河川を中心とした方策２案との組み合わせ】 
【Ⅳ．基本方策と河川を中心とした方策３案との組み合わせ】 
 

・各対策案の考え方及び治水対策案の一覧は以下のとおり。 
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(2) 治水対策案の一覧 
１．基本方策：                        〔No.１〕 

２．基本方策と河川を中心とした方策１案との組み合わせ：    〔No.２～１１〕 

３．基本方策と河川を中心とした方策２案との組み合わせ：    〔No.１２～２１〕 

４．基本方策と河川を中心とした方策３案との組み合わせ：    〔No.２２～２４〕 

なお、治水対策案の組み合わせ一覧表を表 4.2.5（１）、（２）に示す。 
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表 4.2.4 治水対策案の立案 

グループ 治水対策案 治水対策案の概要（整備計画河道改修以外） 

No.  No.   
対策案番号 

現計画（ダム案） -  河川の洪水時の流量を低減させるため、設楽ダムを建設する。  

1 基本方策 (1) 河道掘削＋３霞堤の存置 ３霞堤を存置することにより対応し、効果の及ばない区間は河道を掘削する。 治水対策案 2  

(2) ダムの有効活用（かさ上げ）＋河道掘削＋３霞堤の存置 宇蓮ダム、大島ダムのかさ上げにて対応し、これにより不足する分は河道掘削で対応する。 治水対策案 16 

(3) 旧東上霞遊水地（堀込み方式）＋河道掘削＋３霞堤の存置 遊水地の堀込み方式により対応し、効果の及ばない区間は河道を掘削する。 治水対策案 22 

(4) 放水路（捷水路）＋河道掘削＋３霞堤の存置 放水路の建設により流量を低減させ、効果の及ばない区間は河道を掘削する。 治水対策案 10 

(5) 引堤＋河道掘削＋３霞堤の存置 河道の引堤により対応する。効果の及ばない区間は河道を掘削する。 治水対策案 5 

(6) 雨水浸透施設＋河道掘削＋３霞堤の存置 雨水浸透施設の設置し、これにより不足する分は河道掘削で対応する。 治水対策案 12 

(7) 雨水貯留施設＋河道掘削＋３霞堤の存置 雨水貯留施設の設置し、これにより不足する分は河道掘削で対応する。 治水対策案 11 

(8) 河道掘削＋４霞堤の存置 ４霞堤を存置することにより対応し、効果の及ばない区間は河道を掘削する。 治水対策案 1 

(9) 河道掘削＋３霞堤遊水地（地役権方式）＋輪中堤 
遊水地の地役権方式により対応し、霞堤内の家屋については輪中堤の築造で対応する。効果の及ばない区間は河道を

掘削する。 
治水対策案 3  

(10) 河道掘削＋３霞堤遊水地（地役権方式）＋ピロティ建築 
遊水地の地役権方式により対応し、霞堤内の家屋についてはピロティ建築で対応する。効果の及ばない区間は河道を掘

削する。 
治水対策案 4  

2 

基本方策と河川を

中心とした方策１案

との組み合わせ 

(11) 水田の保全（機能向上）＋河道掘削＋３霞堤の存置 水田等の保全（機能向上）を行い、これにより不足する分は河道掘削で対応する。 治水対策案 13 

(12) ダムの有効活用（かさ上げ）＋引堤＋河道掘削＋３霞堤の存置 宇連ダム、大島ダムのかさ上げにて対応し、これにより不足する分は引き堤及び河道を掘削する。 治水対策案 19 

(13) ダムの有効活用（かさ上げ）＋河道掘削＋３霞堤遊水地（地役権方式）＋輪中堤 
宇連ダム、大島ダムのかさ上げと合わせて遊水地の地役権方式により対応し、霞堤内の家屋については輪中堤の築造

で対応する。効果の及ばない区間は河道を掘削する。 
治水対策案 17 

(14) ダムの有効活用（かさ上げ）＋河道掘削＋３霞堤遊水地（地役権方式）＋ピロティ建築 
宇連ダム、大島ダムのかさ上げと合わせて遊水地の地役権方式により対応し、霞堤内の家屋についてはピロティ建築で

対応する。効果の及ばない区間は河道を掘削する。 
治水対策案 18 

(15) ３霞堤遊水地（開口部変更地役権方式）＋河道掘削＋輪中堤 
遊水地の開口部変更地役権方式により対応し、霞堤内の家屋については輪中堤の築造で対応する。効果の及ばない区

間は河道を掘削する。 
治水対策案 23 

(16) ３霞堤遊水地（開口部変更地役権方式）＋河道掘削＋ピロティ建築 
遊水地の開口部変更地役権方式により対応し、霞堤内の家屋についてはピロティ建築で対応する。効果の及ばない区間

は河道を掘削する。 
治水対策案 24 

(17) 引堤＋河道掘削＋３霞堤遊水地（地役権方式）＋輪中堤 
遊水地の地役権方式により対応し、霞堤内の家屋については輪中堤の築造で対応する。効果の及ばない区間は引堤及

び河道を掘削する。 
治水対策案 6  

(18) 引堤＋河道掘削＋３霞堤遊水地（地役権方式）＋ピロティ建築 
遊水地の地役権方式により対応し、霞堤内の家屋についてはピロティ建築で対応する。効果の及ばない区間は引堤及び

河道を掘削する。 
治水対策案 7  

(19) 堤防のかさ上げ＋河道掘削＋３霞堤遊水地（地役権方式）＋輪中堤 
遊水地の地役権方式により対応し、霞堤内の家屋については輪中堤の築造で対応する。効果の及ばない区間は堤防の

かさ上げをする。 
治水対策案 8  

(20) 堤防のかさ上げ＋河道掘削＋３霞堤遊水地（地役権方式）＋ピロティ建築 
遊水地の地役権方式により対応し、霞堤内の家屋についてはピロティ建築で対応する。効果の及ばない区間は堤防のか

さ上げをする。 
治水対策案 9 

3 

基本方策と河川を

中心とした方策２案

との組み合わせ 

(21) 雨水貯留施設＋雨水浸透施設＋河道掘削＋３霞堤の存置 雨水貯留施設や雨水浸透施設を設置し、これにより不足する分は河道掘削で対応する。 治水対策案 14 

(22) ダムの有効活用（かさ上げ）＋堤防のかさ上げ＋河道掘削＋３霞堤遊水地（地役権方式）＋輪中堤 
宇連ダム、大島ダムのかさ上げと合わせて遊水地の地役権方式により対応し、霞堤内の家屋については輪中堤の築造

で対応する。効果の及ばない区間は堤防のかさ上げをする。 
治水対策案 20 

(23) ダムの有効活用（かさ上げ）＋堤防のかさ上げ＋河道掘削＋３霞堤遊水地（地役権方式）＋ピロティ建築 
宇連ダム、大島ダムのかさ上げと合わせて遊水地の地役権方式により対応し、霞堤内の家屋についてはピロティ建築で

対応する。効果の及ばない区間は堤防のかさ上げをする。 
治水対策案 21 4 

基本方策と河川を

中心とした方策３案

との組み合わせ 

(24) 雨水貯留施設＋雨水浸透施設＋水田の保全（機能向上）＋河道掘削＋３霞堤の存置 
雨水貯留施設や雨水浸透施設を設置し水田等の保全（機能向上）を行い、これにより不足する分は河道掘削で対応す

る。 
治水対策案 15 

※河道掘削には、河道掘削に伴い実施する河道内の樹木の伐採が含まれている。
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表 4.2.5(1) 治水対策案の組み合わせ（１） 

※１ ここに記載する方策は、流出抑制や災害時の被害軽減に資するものとして、河道、流域管理等の観点からその推進を図る努力を継続する。 
※２ 河道掘削には、河道掘削に伴い実施する河道内の樹木の伐採が含まれている。 

設 楽 ダ ム

河道改修 河道改修 河道改修 河道改修 河道改修 河道改修 河道改修 河道改修 河道改修 河道改修 河道改修 河道改修 河道改修 河道改修 河道改修 河道改修 河道改修 河道改修 河道改修 河道改修 河道改修

３霞堤の存置
（下条、賀茂、金沢）

３霞堤の存置
（下条、賀茂、金沢）

３霞堤の存置
（下条、賀茂、金沢）

３霞堤の存置
（下条、賀茂、金沢）

３霞堤の存置
（下条、賀茂、金沢）

３霞堤の存置
（下条、賀茂、金沢）

３霞堤の存置
（下条、賀茂、金沢）

３霞堤の存置
（下条、賀茂、金沢）

３霞堤の存置
（下条、賀茂、金沢）

河道の掘削 河道の掘削 河道の掘削 河道の掘削 河道の掘削 河道の掘削 河道の掘削 河道の掘削 河道の掘削 河道の掘削 河道の掘削 河道の掘削 河道の掘削 河道の掘削 河道の掘削 河道の掘削 河道の掘削 河道の掘削 河道の掘削 河道の掘削

放水路
（捷水路：開水路）

引堤 引堤 引堤 引堤 引堤 引堤

堤防のかさ上げ 堤防のかさ上げ 堤防のかさ上げ 堤防のかさ上げ

既存３霞遊水地
（下条、賀茂、金沢）

既存３霞遊水地
（下条、賀茂、金沢）

既存３霞遊水地
（下条、賀茂、金沢）

既存３霞遊水地
（下条、賀茂、金沢）

既存３霞遊水地
（下条、賀茂、金沢）

既存３霞遊水地
（下条、賀茂、金沢）

既存３霞遊水地
（下条、賀茂、金沢）

既存３霞遊水地
（下条、賀茂、金沢）

既存３霞遊水地
（下条、賀茂、金沢）

既存３霞遊水地
（下条、賀茂、金沢）

霞堤の存置
（牛川）

輪中堤 輪中堤 輪中堤 輪中堤 輪中堤

ピロティ建築 ピロティ建築 ピロティ建築 ピロティ建築 ピロティ建築

雨水貯留 雨水貯留 雨水貯留

雨水浸透 雨水浸透 雨水浸透

水田の保全
（機能向上）

水田の保全
（機能向上）

対策案(7) 対策案(8) 対策案(9)現計画 対策案(13)対策案(3) 対策案(4) 対策案(8)対策案(10) 対策案(11) 対策案(12)対策案(5) 対策案(6)

河川整備計画

河
川
を
中
心
と
し
た
対
策

流
域
を
中
心
と
し
た
対
策

対策案(14)対策案(7) 対策案(15)対策案(9) 対策案(10)対策案(6)対策案(2)

全ての対策案に組み合わせることがよいと考えられるもの：土地利用規制、森林の保全、水田の保全、洪水の予測情報の提供等、水害保険　※１

対策案(1)
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表 4.2.5(2) 治水対策案の組み合わせ（２） 
 

 

※１ ここに記載する方策は、流出抑制や災害時の被害軽減に資するものとして、河道、流域管理等の観点からその推進を図る努力を継続する。 

河道改修 河道改修 河道改修 河道改修 河道改修 河道改修 河道改修 河道改修 河道改修

３霞堤の存置
（下条、賀茂、金沢）

３霞堤の存置
（下条、賀茂、金沢）

３霞堤の存置
（下条、賀茂、金沢）

河道の掘削 河道の掘削 河道の掘削 河道の掘削 河道の掘削 河道の掘削 河道の掘削 河道の掘削 河道の掘削

引堤

堤防のかさ上げ 堤防のかさ上げ

既存３霞遊水地
（下条、賀茂、金沢）

既存３霞遊水地
（下条、賀茂、金沢）

既存３霞遊水地
（下条、賀茂、金沢）

既存３霞遊水地
（下条、賀茂、金沢）

旧東上霞
計画遊水地

（掘削を伴う遊水
地）

既存３霞遊水地
（下条、賀茂、金沢

開口部変更）

既存３霞遊水地
（下条、賀茂、金沢

開口部変更）

ダムの有効活用
（宇連ダム、大島
ダムかさ上げ）

ダムの有効活用
（宇連ダム、大島
ダムかさ上げ）

ダムの有効活用
（宇連ダム、大島
ダムかさ上げ）

ダムの有効活用
（宇連ダム、大島
ダムかさ上げ）

ダムの有効活用
（宇連ダム、大島
ダムかさ上げ）

ダムの有効活用
（宇連ダム、大島
ダムかさ上げ）

輪中堤 輪中堤 輪中堤

ピロティ建築 ピロティ建築 ピロティ建築

河川整備計画

河
川
を
中
心
と
し
た
対
策

全ての対策案に組み合わせることがよいと考えられるもの：土地利用規制、森林の保全、水田の保全、洪水の予測情報の提供等、水害保険　※１

流
域
を
中
心
と
し
た
対
策

対策案(24)対策案(20)対策案(16) 対策案(17) 対策案(21) 対策案(22) 対策案(23)対策案(18) 対策案(19)

※２ 河道掘削には、河道掘削に伴い実施する河道内の樹木の伐採が含まれている。 
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(3) パブリックコメントを踏まえ追加する治水対策案 

平成 23 年 2 月 17 日～3月 18 日に行ったパブリックコメントにおいて、下記のような具体

的な治水対策案に関するご意見を頂いた。 

 

【パブリックコメントにおける意見】 

1)『治水：松原用水頭首工付近から、国道 151 号線の下に放水路（大口径地下トンネル）を掘

り、三河湾に直接放流する案』 

2)『豊川放水路の能力アップ』 

3)『山の地下部に掘削をして、流水の貯留空間を作る。（コスト及び掘削土処理の検討が必要）』 

 

ご意見を踏まえ、以下の考えに基づき新たな治水対策案 25、治水対策案 26、治水対策案 27 

を立案する。 

 

・『治水：松原用水頭首工付近から、国道 151 号線の下に放水路（大口径地下トンネル）を掘

り、三河湾に直接放流する案』については、同類のグループであるグループ１の治水対策案

として立案する。 

・放水路の建設により流量を低減させ、効果の及ばない放水路呑み口上流区間は河道を掘削す

る。 

 

・『豊川放水路の能力アップ』については、同類のグループであるグループ１の治水対策案と

して立案する。 

・豊川放水路の河床部の掘削により流量を低減させ、効果の及ばない放水路呑み口上流区間は

河道を掘削する。 

 

・『山の地下部に掘削をして、流水の貯留空間を作る。（コスト及び掘削土処理の検討が必要）』

については、同類のグループであるグループ５の治水対策案として立案する。 

・河川の洪水時の流量を低減させるため、設楽ダム建設予定地付近の山の地下に地下貯留施設

を建設する。 

 
(4) 治水対策案の概要について 

治水対策案 1～27 の概要を P.4-50～P.4-103 に示す。 

なお、追加した治水対策案 25、治水対策案 26、治水対策案 27 も含めた組み合わせ表を表 

4.2.6、表 4.2.7(1)、表 4.2.7(2)に示す。 
グループ１：河道処理する対策案           〔治水対策案 1～4、10、25、26〕 

グループ２：堤防を整備する対策案          〔治水対策案 5～9〕 

グループ３：流域を中心とした対策案         〔治水対策案 11～15〕 

グループ４：ダムの有効活用をする対策案        〔治水対策案 16～21〕 
グループ５：計画遊水地等の貯留施設を整備する対策案 〔治水対策案 22～24、27〕 
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表 4.2.6 治水対策案のグループ 

 

 

 

グループ 治水対策案 治水対策案の概要（整備計画河道改修以外） 

No.  No.   
参照先 

現計画（ダム案） -  河川の洪水時の流量を低減させるため、設楽ダムを建設する。 P4 – ４８～４９ 

(1) 河道掘削＋４霞堤の存置 ４霞堤を存置することにより対応し、効果の及ばない区間は河道を掘削する。 P4 – ５０～５１   

(2) 河道掘削＋３霞堤の存置 ３霞堤を存置することにより対応し、効果の及ばない区間は河道を掘削する。 P4 - ５２～５３   

(3) 河道掘削＋３霞堤遊水地（地役権方式）＋輪中堤 
遊水地の地役権方式により対応し、霞堤内の家屋については輪中堤の築造で対応する。効果の及ばない区間は河道を掘削

する。 
P4 - ５４～５５ 

(4) 河道掘削＋３霞堤遊水地（地役権方式）＋ピロティ建築 
遊水地の地役権方式により対応し、霞堤内の家屋についてはピロティ建築で対応する。効果の及ばない区間は河道を掘削す

る。 
P4 – ５６～５７   

(10) 放水路（捷水路）＋河道掘削＋３霞堤の存置 放水路の建設により流量を低減させ、効果の及ばない区間は河道を掘削する。 P4 – ６８～６９   

(25) 放水路（地下）＋河道掘削＋３霞堤の存置 放水路（地下）の建設により流量を低減させ、効果の及ばない区間は河道を掘削する。 P4 – ９８～９９ 

１ 
河道処理する対策

案 

(26) 放水路（豊川放水路改築）＋河道掘削＋３霞堤の存置 豊川放水路の改築により流量を低減させ、効果の及ばない区間は河道を掘削する。 P4 –１００～１０１ 

(5) 引堤＋河道掘削＋３霞堤の存置 河道の引堤により対応する。効果の及ばない区間は河道を掘削する。 P4 – ５８～５９   

(6) 引堤＋河道掘削＋３霞堤遊水地（地役権方式）＋輪中堤 
遊水地の地役権方式により対応し、霞堤内の家屋については輪中堤の築造で対応する。効果の及ばない区間は引堤及び河

道を掘削する。 
P4 – ６０～６１   

(7) 引堤＋河道掘削＋３霞堤遊水地（地役権方式）＋ピロティ建築 
遊水地の地役権方式により対応し、霞堤内の家屋についてはピロティ建築で対応する。効果の及ばない区間は引堤及び河道

を掘削する。 
P4 – ６２～６３ 

(8) 堤防のかさ上げ＋河道掘削＋３霞堤遊水地（地役権方式）＋輪中堤 
遊水地の地役権方式により対応し、霞堤内の家屋については輪中堤の築造で対応する。効果の及ばない区間は堤防のかさ

上げをする。 
P4 – ６４～６５ 

２ 
堤防を整備する対

策案 

(9) 堤防のかさ上げ＋河道掘削＋３霞堤遊水地（地役権方式）＋ピロティ建築 
遊水地の地役権方式により対応し、霞堤内の家屋についてはピロティ建築で対応する。効果の及ばない区間は堤防のかさ上

げをする。 
P4 – ６６～６７ 

(11) 雨水貯留施設＋河道掘削＋３霞堤の存置 雨水貯留施設の設置し、これにより不足する分は河道掘削で対応する。 P4 – ７０～７１ 

(12) 雨水浸透施設＋河道掘削＋３霞堤の存置 雨水浸透施設の設置し、これにより不足する分は河道掘削で対応する。 P4 – ７２～７３ 

(13) 水田の保全（機能向上）＋河道掘削＋３霞堤の存置 水田等の保全（機能向上）を行い、これにより不足する分は河道掘削で対応する。 P4 – ７４～７５  

(14) 雨水貯留施設＋雨水浸透施設＋河道掘削＋３霞堤の存置 雨水貯留施設や雨水浸透施設を設置し、これにより不足する分は河道掘削で対応する。 P4 – ７６～７７ 

３ 
流域を中心とした対

策案 

(15) 雨水貯留施設＋雨水浸透施設＋水田の保全（機能向上）＋河道掘削＋３霞堤の存置 雨水貯留施設や雨水浸透施設を設置し水田等の保全（機能向上）を行い、これにより不足する分は河道掘削で対応する。 P4 – ７８～７９ 

(16) ダムの有効活用（かさ上げ）＋河道掘削＋３霞堤の存置 宇連ダム、大島ダムのかさ上げにて対応し、これにより不足する分は河道掘削で対応する。 P4 – ８０～８１ 

(17) ダムの有効活用（かさ上げ）＋河道掘削＋３霞堤遊水地（地役権方式）＋輪中堤 
宇連ダム、大島ダムのかさ上げと合わせて遊水地の地役権方式により対応し、霞堤内の家屋については輪中堤の築造で対

応する。効果の及ばない区間は河道を掘削する。 
P4 – ８２～８３ 

(18) ダムの有効活用（かさ上げ）＋河道掘削＋３霞堤遊水地（地役権方式）＋ピロティ建築 
宇連ダム、大島ダムのかさ上げと合わせて遊水地の地役権方式により対応し、霞堤内の家屋についてはピロティ建築で対応

する。効果の及ばない区間は河道を掘削する。 
P4 – ８４～８５ 

(19) ダムの有効活用（かさ上げ）＋引堤＋河道掘削＋３霞堤の存置 宇連ダム、大島ダムのかさ上げにて対応し、これにより不足する分は引き堤及び河道を掘削する。 P4 – ８６～８７ 

(20) ダムの有効活用（かさ上げ）＋堤防のかさ上げ＋河道掘削＋３霞堤遊水地（地役権方式）＋輪中堤 
宇連ダム、大島ダムのかさ上げと合わせて遊水地の地役権方式により対応し、霞堤内の家屋については輪中堤の築造で対

応する。効果の及ばない区間は堤防のかさ上げをする。 
P4 – ８８～８９ 

４ 
ダムの有効活用を

する対策案 

(21) ダムの有効活用（かさ上げ）＋堤防のかさ上げ＋河道掘削＋３霞堤遊水地（地役権方式）＋ピロティ建築
宇連ダム、大島ダムのかさ上げと合わせて遊水地の地役権方式により対応し、霞堤内の家屋についてはピロティ建築で対応

する。効果の及ばない区間は堤防のかさ上げをする。 
P4 – ９０～９１ 

(22) 旧東上霞遊水地（堀込み方式）＋河道掘削＋３霞堤の存置 遊水地の堀込み方式により対応し、効果の及ばない区間は河道を掘削する。 P4 – ９２～９３ 

(23) ３霞堤遊水地（開口部変更地役権方式）＋河道掘削＋輪中堤 
遊水地の開口部変更地役権方式により対応し、霞堤内の家屋については輪中堤の築造で対応する。効果の及ばない区間は

河道を掘削する。 
P4 – ９４～９５ 

(24) ３霞堤遊水地（開口部変更地役権方式）＋河道掘削＋ピロティ建築 
遊水地の開口部変更地役権方式により対応し、霞堤内の家屋についてはピロティ建築で対応する。効果の及ばない区間は河

道を掘削する。 
P4 – ９６～９７ 

５ 

計画遊水地等の貯

留施設を整備する

対策案 

(2７) 地下ダム＋河道掘削＋３霞堤の存置 設楽ダム建設予定地付近の山の地下にダムを建設する。 P4 –１０２～１０３ 

※河道掘削には、河道掘削に伴い実施する河道内の樹木の伐採が含まれている。
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表 4.2.7(1) 治水対策案の組み合わせ（１） 

※１ ここに記載する方策は、流出抑制や災害時の被害軽減に資するものとして、河道、流域管理等の観点からその推進を図る努力を継続する。 

グループ１ グループ２ グループ３ 

※２ 河道掘削には、河道掘削に伴い実施する河道内の樹木の伐採が含まれている。 

設 楽 ダ ム

河道改修 河道改修 河道改修 河道改修 河道改修 河道改修 河道改修 河道改修 河道改修 河道改修 河道改修 河道改修 河道改修 河道改修 河道改修 河道改修 河道改修 河道改修

３霞堤の存置
（下条、賀茂、金沢）

３霞堤の存置
（下条、賀茂、金沢）

３霞堤の存置
（下条、賀茂、金沢）

３霞堤の存置
（下条、賀茂、金沢）

３霞堤の存置
（下条、賀茂、金沢）

３霞堤の存置
（下条、賀茂、金沢）

３霞堤の存置
（下条、賀茂、金沢）

３霞堤の存置
（下条、賀茂、金沢）

３霞堤の存置
（下条、賀茂、金沢）

３霞堤の存置
（下条、賀茂、金沢）

河道の掘削 河道の掘削 河道の掘削 河道の掘削 河道の掘削 河道の掘削 河道の掘削 河道の掘削 河道の掘削 河道の掘削 河道の掘削 河道の掘削 河道の掘削 河道の掘削 河道の掘削 河道の掘削 河道の掘削

放水路
（捷水路：開水路）

放水路
（地下）

放水路
（豊川放水路改築）

引堤 引堤 引堤

堤防のかさ上げ 堤防のかさ上げ

既存３霞遊水地
（下条、賀茂、金沢）

既存３霞遊水地
（下条、賀茂、金沢）

既存３霞遊水地
（下条、賀茂、金沢）

既存３霞遊水地
（下条、賀茂、金沢）

既存３霞遊水地
（下条、賀茂、金沢）

既存３霞遊水地
（下条、賀茂、金沢）

霞堤の存置
（牛川）

輪中堤 輪中堤 輪中堤

ピロティ建築 ピロティ建築 ピロティ建築

雨水貯留 雨水貯留 雨水貯留

雨水浸透 雨水浸透 雨水浸透

水田の保全
（機能向上）

水田の保全
（機能向上）

現計画 対策案(13)対策案(3) 対策案(4) 対策案(7)対策案(10) 対策案(11) 対策案(12)対策案(25) 対策案(26)

河川整備計画

河
川
を
中
心
と
し
た
対
策

流
域
を
中
心
と
し
た
対
策

対策案(14)対策案(6) 対策案(15)対策案(8) 対策案(9)対策案(5)対策案(2)

全ての対策案に組み合わせることがよいと考えられるもの：土地利用規制、森林の保全、水田の保全、洪水の予測情報の提供等、水害保険　※１

対策案(1)
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表 4.2.7 (2) 治水対策案の組み合わせ（２） 
 

※１ ここに記載する方策は、流出抑制や災害時の被害軽減に資するものとして、河道、流域管理等の観点からその推進を図る努力を継続する。 
グループ４ グループ５ 

河道改修 河道改修 河道改修 河道改修 河道改修 河道改修 河道改修 河道改修 河道改修 河道改修

３霞堤の存置
（下条、賀茂、金沢）

３霞堤の存置
（下条、賀茂、金沢）

３霞堤の存置
（下条、賀茂、金沢）

河道の掘削 河道の掘削 河道の掘削 河道の掘削 河道の掘削 河道の掘削 河道の掘削 河道の掘削 河道の掘削 河道の掘削

引堤

堤防のかさ上げ 堤防のかさ上げ

既存３霞遊水地
（下条、賀茂、金沢）

既存３霞遊水地
（下条、賀茂、金沢）

既存３霞遊水地
（下条、賀茂、金沢）

既存３霞遊水地
（下条、賀茂、金沢）

旧東上霞
計画遊水地

（掘削を伴う遊水
地）

既存３霞遊水地
（下条、賀茂、金沢

開口部変更）

既存３霞遊水地
（下条、賀茂、金沢

開口部変更）

ダムの有効活用
（宇連ダム、大島
ダムかさ上げ）

ダムの有効活用
（宇連ダム、大島
ダムかさ上げ）

ダムの有効活用
（宇連ダム、大島
ダムかさ上げ）

ダムの有効活用
（宇連ダム、大島
ダムかさ上げ）

ダムの有効活用
（宇連ダム、大島
ダムかさ上げ）

ダムの有効活用
（宇連ダム、大島
ダムかさ上げ）

地下ダム

輪中堤 輪中堤 輪中堤

ピロティ建築 ピロティ建築 ピロティ建築

対策案(24)対策案(20)対策案(16) 対策案(17) 対策案(21) 対策案(22) 対策案(23)対策案(18) 対策案(19)

流
域
を
中
心
と
し
た
対
策

対策案(27)

全ての対策案に組み合わせることがよいと考えられるもの：土地利用規制、森林の保全、水田の保全、洪水の予測情報の提供等、水害保険　※１

河川整備計画

河
川
を
中
心
と
し
た
対
策

※２ 河道掘削には、河道掘削に伴い実施する河道内の樹木の伐採が含まれている。




